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犬山市長  原  欣 伸  様 

 

犬山市下水道事業経営戦略改定審議会 

会長  岡 田 和 明 

 

   犬山市下水道事業の経営に関する審議について（答申） 

 

 令和５年８月１８日付けで諮問を受け、犬山市下水道事業経営戦略改訂審議会で４

回の審議を重ねた結果、下記のとおり当審議会としての結論を得ましたので答申しま

す。 

 

記 

 

１ 公共下水道計画区域の見直しについて 

１９７０（昭和４５）年の所謂、公害国会において公害関連１４法案が成立し、

その１つである下水道法の改正では、「公共用水域の水質保全に資する」という

１項がその目的に追加され、併せて自治体ごとに処理場を必要としない流域下水

道が法制度化されました。これを受け各地で流域下水道による整備計画が策定さ

れ、犬山市においても市街化区域と既存家屋が集中している市街化調整区域の一

部を公共下水道計画区域として位置づけ、五条川左岸流域下水道関連公共下水道

として１９８２（昭和５７）年、事業に着手しています。 

 その後４０年を超える年月をかけ、１，１１３ha の区域で公共下水道が整備さ

れましたが、計画決定区域の約３割に相当する４４３ha が、未整備区域として残

っています（令和４年度末現在）。この未整備区域の整備には、長い期間と多くの

費用（現時点での試算によると約１００億円）を要すると見込まれています。 

未整備区域の大半を占める市街化調整区域は、「下水道により公共用水域の水質

保全とともに生活環境の改善を図る必要がある」として、昭和６０年代までに公

共下水道計画区域に位置づけられました。しかし、その当時と異なり、現在では

合併処理浄化槽が水処理機能の向上により汚水処理の効率的な整備手法の１つと

して認識されていること、また、未整備区域内で汚水を処理する際は、合併処理

浄化槽の設置が義務化されていることから、長い期間をかけて下水道を整備する

間に、合併処理浄化槽が設置され、投資効果が得られないという恐れがあります。 

このような社会情勢の変化から、全国では、整備に長い期間を必要とする公共



下水道から合併処理浄化槽へ計画を見直す自治体が増加しています。犬山市にお

いても、具体的な整備計画のない市街化調整区域３４０．７ha を公共下水道計画

区域から除外し、合併処理浄化槽で整備する区域へ変更すべきと考えます。 

この公共下水道計画区域の見直しについては、令和５年１１月に住民の方を対

象として説明会を開催し、反対意見がなかったと市下水道課から報告を受けまし

た。公共下水道事業認可区域内では都市計画法に基づく私権の制限を受けている

ため、早急に判断し、諸手続きを完了させることを望みます。 

 

２ 経営の在り方を見直す必要性について 

地方公営企業法を適用する犬山市下水道事業は、独立採算制という法の原則か

ら、汚水処理に要した費用の全額を使用料収入で賄うこと（経費回収率１００％）

を目指しています。現在、経費回収率は約７割であり、使用料収入で不足する残

り約３割を一般会計からの繰入金に依存しています。また、将来を考えると、事

業着手後４０年以上が経過しており、老朽化に伴う施設の修繕・更新の費用は増

加するとともに、人口減少により使用料は減少すると予想されます。 

将来、現状と比べて支出は増加、収入は減少し、経費回収率のさらなる悪化は

明らかであることから、早急に経営の在り方を見直す必要があると考えます。 

 

３ 経営戦略改定に向けた検討について 

 経営の在り方の見直しの一つとして「公共下水道計画区域の見直し」を結論付

けましたが、「犬山市下水道事業経営戦略」の改定にあたり、さらなる検討が必要

と考えます。 


